
神奈川県医療対策協議会 次第 

 

日時 令和３年12月24日（金） 

19時00分から21時00分 
 
場所 神奈川県庁本庁舎 

大会議場 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 議  事 
 
(1) 協議事項 
 
ア 臨床研修病院の指定継続について（資料１）  

 

イ 令和４年度臨床研修医募集定員調整の基本方針について（資料２） 

 

ウ 地域枠医師に係る指定診療科の追加の検討について（資料３） 

 

 

 
 
   

(2) 報告事項 

ア 修学資金貸与医師の勤務状況に関すること（資料４） 

 

イ 地域枠修学生に対する同意書について（資料５） 

 

ウ 国専門研修部会結果報告について（資料６） 

  

  エ 「キャリア形成プログラム運用指針」の一部改正について（資料７） 

   

 

 (3) その他 

 

 

３ 閉  会 

 

 

  

神病理２１０８０８
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◎　委員 令和３年12月24日開催
NO 所属・役職 氏名 備考

1
学校法人北里研究所北里大学医学部　教授
北里大学病院　副院長（教育、研究、倫理）

石倉　健司

2 一般社団法人神奈川県産科婦人科医会　副会長 石本　人士

3 日本小児科学会神奈川県地方会　幹事代表 伊藤　秀一

4
三浦市立病院　総病院長
（全国自治体病院協議会神奈川県支部長）

小澤　幸弘

5 神奈川県町村会（大井町長） 小田　眞一

6 神奈川県市長会（横須賀市長） 上地　克明 欠席

7 学校法人聖マリアンナ医科大学　学長 北川　博昭

8 公益財団法人横浜勤労者福祉協会　理事長 窪倉　孝道

9 公益社団法人神奈川県医師会　理事 小松　幹一郎

10 独立行政法人国立病院機構箱根病院　院長 小森　哲夫
代理出席
特命副院長　今井 富裕

11 学校法人東海大学医学部　教授 鈴木　秀和

12 公立大学法人横浜市立大学医学部　医学部長 寺内　康夫

13 公益社団法人神奈川県看護協会　会長 長野　広敬

14
独立行政法人地域医療機能推進機構
横浜中央病院　院長

藤田　宜是

15 特定非営利活動法人神奈川県消費者の会連絡会　代表理事 矢野　裕美

16 社会医療法人社団三思会東名厚木病院　名誉院長 山下　巌

17 公益社団法人神奈川県病院協会　会長 吉田　勝明

◎　オブザーバー
NO 所属 氏名

1 　神奈川県医療課顧問 　　康井　制洋

2 　相模原市 保健衛生部 医療政策課 　　安田　亨　

3 　横須賀市 民生局 健康部 　　夏目　久也

4 　茅ヶ崎市保健所地域保健課 　　高瀬　達也　

◎　神奈川県保健福祉事務所長会

NO 所属・職名 氏名

1 　神奈川県 平塚保健福祉事務所長 　　長岡　正

NO 所属・職名 氏名

1 　神奈川県保健医療部保健医療人材担当課長 　　西海　昇

2 　神奈川県保健医療部医療課課長代理（保健人材担当） 　　中村　佐知子

3   神奈川県保健医療部医療課人材確保グループ 主査 　　栁田　雄一

4 　　　　　　同　　　　　  　　　　　　　　 主事 　　長田　陽介

5 　　　　　　同　　　　　  　　　　　　　　 主事 　　岸　春奈

6 　　　　　　同　　　　　  　　　　　　　　 主事 　　井上　隆之

神奈川県医療対策協議会　出席者名簿

◎  事務局
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基幹型臨床研修病院の指定継続の可否について 

 

１ 県への業務移管について 

○ 令和２年度より臨床研修病院に関する一部事務が国から都道府県に委譲されたことに伴い、臨床

研修病院が指定基準に適合しているか確認する必要がある場合に実施する調査について、実施主体

が都道府県に委譲された。（参考１） 

○ 取扱いについては、令和２年３月27日付けで厚生労働省医政局医事課より発出された「臨床研修病

院の実地調査実施要綱」（参考２）に基づき実施することが定められている。 

 

２ 概要  

 ○ 県臨床研修病院として指定されているＡ病院について、令和元年度から２年度連続で入院患者数

が3,000人※を下回っており、「臨床研修病院の実地調査実施要綱」２（１）及び「医師法第16条の２

第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行通知」第２の５(1)エに規定される指定基準に適合し

ていないことから、同第２の17(2)に基づき臨床研修病院としての指定継続を判断するため、県の非

常勤医師同行のもと実地調査を行った。 

 ○ 調査の結果、改善が必要と認められた事項を指摘し改善報告書を提出させるとともに、医師法第

十六条の二の６に基づき、医療対策協議会で指定継続の可否について協議を行う。 

 ※新型コロナウイルスの影響により、県内各病院は年間入院患者数を減少させているが、当院に関し

てはほぼ影響のなかった令和元年度の段階で既に基準を下回っていたため、調査を実施した。 

 

参考 医師法 

第十六条の二 診療に従事しようとする医師は、二年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病 

院で厚生労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。 

 （略） 

３ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の申請に係る病院が、次に掲げる基準を満たすと認めると

きでなければ、第一項の規定による指定をしてはならない。 

一 臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。 

二 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。 

三 臨床研修の内容が、適切な診療科での研修の実施により、基本的な診療能力を身に付けることの

できるものであること。 

四 前三号に掲げるもののほか、臨床研修の実施に関する厚生労働省令で定める基準に適合するも

のであること。 

４ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて

不適当であると認めるに至ったときは、その指定を取り消すことができる。 

（略） 

６ 都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又は第四項の規定による指定の取消しをしようと

するときは、あらかじめ、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の二十三第一項に規定する

地域医療対策協議会（以下「地域医療対策協議会」という。）の意見を聴かなければならない。 
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参考「医師法第16の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」 

５ 臨床研修病院の指定の基準 

（１） 

エ 臨床研修を行うために必要な症例があること。 

（略） 

入院患者の数については、年間3,000人以上であること。 

 

17 臨床研修病院に対する報告の徴収等 

 （２）都道府県知事は、臨床研修病院の指定を受けようとする病院又は臨床研修病院が法16条の２第

３項各号に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調

査することができること。 

 

 

３ 調査対象、実施日時及び調査担当者 

○ Ａ病院 

 ○ 令和３年10月25日（月）13:30～16:30 

 ○ 西海保健医療人材担当課長 稲森医師（横浜市立大学教授） 長田主事 

 

４ 調査内容 

「臨床研修病院の実地調査実施要綱 ６.調査項目、評価基準等」による。 

（１） 調査事項について 

(a) 臨床研修病院の指導・管理体制に関する事項 

    ⇒研修プログラム責任者に対する聞き取り及び各種資料により、プログラム内容を精査すること

で判定。 

(b) 研修医の基本的診療能力に関する事項  

    ⇒臨床研修医への聞き取りにより判定。 

(c) 臨床研修病院の指定基準への外形的な適合状況について 

   ⇒年次報告等の事前提出資料や、院内視察により判定。 

 

（２）結果判定について 

  ○ 結果の判定は「臨床研修病院実地調査 調査結果個票①」（別紙１）の各項目について、「○:適切」

「△:概ね適切」「×:不適切」の３段階の評価を行い、それをもとに「臨床研修病院実地調査 調査

結果個票②」（別紙２）において、以下の４段階の評価を行い最終的な判定とする。 

 

Ａ : すべての項目が「適切」であるもの 

Ｂ : Ａ、Ｂ－、Ｃ以外のもの 

Ｂ－: すべての項目が「適切」または「概ね適切」であり、過半数が「概ね適切」であるもの 
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Ｃ : 一部の項目について「不適切」であるもの 

○ 最終判定がＡまたはＢの場合に指定継続相当と認められる。Ｂ－の場合は翌年度も継続調査相当、

Ｃの場合は指定取消相当となる。 

  

５ 調査結果 

 ○ 調査を実施した結果、別紙１（臨床研修病院実地調査 調査結果個票①）（別紙１）及び（別紙２）

に記載のとおりとなり、最終判定についてＢ評価と指定継続相当となった。 

 ○ 特に実地調査を行う原因となった入院患者の減少に伴う適切な症例数の確保については、研修医

への面談を行った結果、確保出来ていると判定された。 

 ○ また、改善が必要と認められた事項について（別紙３）のとおり指摘したところ、（別紙４）のと

おり改善報告書の提出があり、研修環境の改善に向けた努力が認められる。 

 ○ 以上のことから、当院について臨床研修病院の指定を継続することとしたい。 

    

６ 備考 

 ○ なお、本協議で指定が継続されたとしても、２年連続で研修医の受入実績がない場合指定取消対

象となるため、令和４年度の受入実績（中断者の受入も含む）が０人の場合、指定取消となる。 

 

  参考 Ａ病院の年間入院患者数と研修医在籍数 

 Ｈ31年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 

年間入院患者数 3,264人 2,855人 2,595人  

    

 Ｈ31年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 

年度別 

臨床研修医

在籍数 

２年目 0 1 0 1 

１年目 1 0 1 0 

計 1 1 1 1 
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令和５年度臨床研修医募集定員調整の基本方針について 

 

１ 臨床研修医の募集定員配分に係る基本方針 

 (1) 国における基本方針（上限の設定と規模の縮小） 

○ 国では、研修医の都市部集中を解消するため、平成22年度の研修から都道府県別

の募集定員上限を設定し、令和７年度までに全国の募集定員の総数を研修希望者の

約1.05倍まで縮小させる方針である。 

○ 権限移譲後も都道府県別の募集定員上限は国が決定するものであり、県による配

分はこの上限を超えない範囲で行うこととなるが、都市部に当たる本県の募集定員

上限は、今後も縮小傾向になることが見込まれる。 

○ 本県の令和４年度募集定員調整は、国が各都道府県に算定する上限数が前々年度

の受入実績に満たない場合、前々年度の受入実績と同数を上限数として設定する救

済措置規定の対象となったため、上限数が前々年度（令和２年度）の県受入実績と

同数となり、結果10人減となった。（662人→652人）今年度もこの規定が再び適用

される可能性がある。（令和３年度の本県受入実績は642人） 

 

(2) 本県における基本方針 

○ 各都道府県の募集定員上限は過去の受入実績を基本とし、国が算出・設定してい

ることから、県の調整においては、国から示された募集定員数上限に基づき、基本

的には従前からの算定方法を踏襲して調整することとしている。 

【算定方法】 

 

※調整率：（過去３か年の受入実績最大値 + 医師派遣加算）の合計が県定員上限を大きく上

回ってしまうため、基本配分（Ｘ）が県定員上限の80～90%の範囲内に収まるよう

割合を掛ける。 

 

２ 令和５年度の算定について（案） 

(1)  昨年度からの変更案について 

  ○ 調整①～⑤においては、昨年度を引き続き踏襲する。 

  ○ 調整⑥カにおいて、応募者数、応募者率 となっていたところを、過去３か年の

マッチング数、マッチング率に変更することとしたい。 

⇒応募者率では、病院ごとの応募者数の数え方にばらつきがあり、一律で比較する

資料２ 
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には信頼性が低い項目となっていたため、マッチング協議会が一律にデータを発

出しているマッチング数（率）に変更する。 

  ○ 調整⑥に常勤の指導医数（率）の項目を追加したい。 

   ⇒県内病院からの意見で追加の要望が多かったため。調整⑥として採用する場合は、

定員１人当たりの指導医数という形で割合を算出する。 

 

 (2) 令和５年度調整分（Ｙ）算定案  

調整① 直近年度（R5の場合はR3）受入実績による加算 

調整② 過去３か年平均受入実績による加算 

調整③ 小児科・産科プログラムの受入実績による減算 

調整④ 過去３か年受入実績が著しく減少した場合の減算 

調整⑤ 過去３か年内定者数（率）による加算 

調整⑥ 調整①～⑤の結果後の最終調整 

調整⑥では、調整①～⑤の結果を踏まえ、次の視点により、調整を行う。 

 

【調整⑥における視点】 

ア 算定定員数が、病院の希望定員若しくは前年度定員と一致している場合は、

調整対象としないことを基本とする。 

イ 病院が定員減の意向を提示した場合は尊重する。 

ウ 激変緩和（前年度定員から大幅減とならないよう配慮） 

エ 受入実績の維持状況 

オ 過去３か年の平均受入率・直近年度の受入率 

（変）カ 過去３か年の応募者数、応募率 マッチング数（率） 

キ 系列病院間のバランス 

（新）ク 直近年度の常勤の指導医数（率） 

 

４ 今後のスケジュール（見込み） 

12月22日 (国)医道審議会医師分科会医師臨床研修部会において都道府県上限を決定 

12月下旬 (国)都道府県あて上限の通知 

１月   県内臨床研修病院あて希望定員等調査 

２月   定員配分調整作業 

３月上旬 医療対策協議会において各病院の定員について協議 

３月末  各病院あて定員の通知（通知期限：４月末） 
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地域枠医師制度に係る指定診療科の追加検討について 

 

１ 経緯 

〇 県では県内の地域医療を担う医師の育成及び確保に向け、産科、小児科、麻酔科、

外科、内科、救急科及び総合診療科の７つの指定診療科に従事する医師を養成するた

め、県内４大学（北里大学、聖マリアンナ医科大学、東海大学及び横浜市立大学）の

医学部の学生を対象とした修学資金貸付制度により毎年 20 人の医師養成増を図って

いる。 

〇 近年、本制度を利用する地域枠医師（地域枠修学生含む）が、指定診療科外への従

事することを理由とする離脱事例が増えており、今後も同様の理由による離脱の発生

が見込まれる状況にある。 

〇 令和２年度地域医療支援センター運営委員会において、令和５年度以降の医学部定

員と地域枠の検討方針について協議を行った際、指定診療科（特に脳神経外科）の拡

大について検討すべきではないか、との委員からの意見が複数あり、継続協議とした。 

 

【参考】令和２年度第２回地域医療支援センター運営委員会（R3.3.11）  

＜委員意見＞ 

〇 指定診療科外への診療科の変更は神奈川県に残る可能性は高い。 

〇 指定診療科の外科に脳神経外科も含まれると考え、入学後に外れていると気がつく学

生もいる。神奈川県が足りないと思うなら指定診療科枠に脳神経外科も入れていいので

はないか。 

〇 神奈川県に脳神経外科医は少なく、世代的に若手世代が大幅に減っていると思われる。

指定診療科の中に脳神経外科があってもいいのではないか。このような議論を令和３年

度以降に本会で行うべきではないか。 

＜事務局説明＞ 

〇 前回の条例改正（令和元年７月）で指定診療科に総合診療科が入り、７診療科となっ

た。その上でさらに脳神経外科などを指定診療科に加えるかについては協議が必要。 

 

 

２ 国及び他の都道府県の状況について 

〇 国は令和２年10月の研修会説明資料（参考１）において、地域枠離脱に対する要件

緩和の条件の一例として「指定された診療科以外の診療科への変更」を示すなど、各

都道府県が不足していると判断した診療科への変更を容認している。 

〇 その一方で、国は令和３年８月の医師需給分科会において、歯学部振替枠を廃止し、

当該枠を医師不足都道府県等の地域枠とし、総合診療科、救急科、内科など診療科指

定の地域枠を設定するとした今後の運用案（参考２）を示している。 

〇 なお、北海道が令和３年５月に医師修学資金制度 （地域枠制度）に係る全国調査

（（参考３）42都道府県回答）では、地域枠医師に診療科を限定しているのは、当県を

含む 11 都県と少数で、診療科を限定していないのは、31 道府県と多数となっている。 

資料３ 
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 ◎ このような国及び他の都道府県の状況から、当県の指定診療科制度を継続した上で、

対象診療科を拡大することに対する障壁はないと考える。 

 

３ 当県における不足診療科（脳神経外科）の状況について 

 〇 平成 30 年医師･歯科医師･薬剤師統計（平成 30 年 12 月 31 日現在)に基づく、本県

の人口10万人対医師数は212.4人（全国39位）となっており、診療科別で全国順位

39位を下回るのは内科（42位）、外科（45位）、産科・産婦人科（44位）、脳神経外科

（41位）であった。（参考４） 

 〇 さらに、同統計に基づく、本県の医師平均年齢が48.4才であるのに対し、脳神経外

科は49.4才と県平均を上回る状況となっている。（参考５） 

 ◎ 本県における医師不足かつ平均年齢を上回る診療科は、現在の指定診療科以外では

脳神経外科のみであった。 

 

４ 検討方針 

〇 地域枠医師に係る指定診療科（脳神経外科）の追加方針について、令和３年11月に

開催した地域医療支援センター運営委員会で協議を行い、出席した委員から了承を得

ている。 

〇 本日の医療対策協議会にて、あらためて本方針の協議を行った上で、指定診療科（脳

神経外科）の追加とする場合は、令和４年度神奈川県議会に条例改正議案を提出する

こととしたい。 

 

５ スケジュール 

 令和３年11月10日：地域医療支援センター運営委員会にて地域枠医師に係る指定診療 

科（脳神経外科）の追加方針を協議 

⇒指定診療科（脳神経外科）の追加方針について了承 

  

令和３年12月24日：運営委員会協議を踏まえ、当医療対策協議会にて再協議 

  

令和４年２月～４月：（診療科の追加方針決定の場合） 

神奈川県地域医療医師修学資金条例改正準備 

  

令和４年５月～６月：神奈川県議会に条例改正議案を提出、議決後改正 

  

令和４年６月～７月：改正条例施行 
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資料７　参考２－１
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